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資料１-１ 

前回の審議会からの修正箇所一覧 

P16（審議会委員よりの修正） 

 

 

（P16、17 の３次プランの 2016 年度実績値を最新データに修正しました。実績値

は変更していますが、評価結果に変更はありません。） 
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資料１-１ 

P17 
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資料１-１ 

P22（No.9 取組の主語の学生を生徒に修正） 

 

 

 

 

 

 

P23（No.39 取組に「市職員における、」を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

P25（P25、27、29 の成果指標の目標値を実績値 H28 から H35 の７年間を６年間

と計算していため、数値を修正） 
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資料１-１ 

P27 

 

（No.9 取組の主語の学生を生徒に修正） 
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資料１-１ 

P29 

 

P36（No.39 内容に「市職員における、」を追加） 
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資料１-１ 

P37 

 

（No.42 担当課に市民協働課を追加） 
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資料１-１ 

 

 

 

行政（安城市役所） 

 

 

 

事業者 

(企業) 

市民 

（家庭） 

 
地域 

コミュニティ 

(町内会) 

教育に 

携わる者 

(学校・園) 

 

連携・ 
協働 

 

国・県 

（法律・制度等の整備や気運

醸成） 

 
市 

（プラン・条例） 

P39（審議会委員の意見により実施主体関連イメージを追加） 

■安城市男女共同参画 実施主体関連図(図を追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携・ 
協働 

さんかく 
２１・ 
安城 

中高生 

連携 

連携･
協働 
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資料１-１ 

P40（庁内連携と進捗管理の手法を（２）にまとめ、文章中に「PDCA の視点から」

を加え、PDCA による進捗管理イメージを追加） 

（２）庁内連携プランの進捗管理 

男女共同参画の視点は行政が行う取組に幅広く関わりがあるため、すべての職員が「男

女共同参画社会の実現」を目指すという共通認識をもつことが重要です。そのため、職員

に対し男女共同参画の視点を浸透させるとともに、関係各課が連携を図り、横断的に取組

を進めていきます。さらに、本プランの計画期間中の男女共同参画行政に関する国、県の

動向を注視するとともに、必要に応じて近隣自治体などとの連携を図りながら、取組を推

進していきます。 

また、本プランに位置付けた取組は、毎年度、担当課が推進状況や課題等を整理してＰ

ＤＣＡの視点から自己評価を行い、その結果を市民協働課が取りまとめ、安城市男女共同

参画審議会において推進状況の確認・評価を行います。そしてその結果を広く市民等に公

表するとともに、必要に応じて改善を図り、次年度以降の取組の展開に反映させながら、

よりよい事業の推進に努めます。 

 

本プランに位置づけた取組を総合的に推進していくため、市民協働課が調整を図りなが

ら次の会議を定期的に開催します。 

・安城市男女共同参画プラン庁内部会 

・安城市男女共同参画プラン作業部会 

（３）進捗管理の手法（（２）へ移動） 

  

 

 

 
  

情報提供 

■ＰＤＣＡによる進捗管理 

実績の報告 

評価の伝達 

研修等の実施 

公表 

Plan 

Do 

Action 

Check 

関
係
課 

男
女
共
同
参
画
審
議
会 

事
務
局
（
市
民
協
働
課
） 

・進捗管理 

・評価の実施 
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資料１-１ 

P41、42（指標一覧も修正した指標の内容を修正） 

 

 

P42 
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資料１-１ 

P44 

 

 

P45 

 


